
第 31号議案 
 

豊後大野市長の給与の特例に関する条例の制定について 
 
 
豊後大野市長の給与の特例に関する条例を別紙のように定める。  

 
 
  令和 7年 6月 11日 提出 

豊後大野市長 川 野 文 敏 
 
 

提案理由 
豊後大野市の財政状況に鑑み、 市長の給与に関し減額の特例を定めたいので、 この案を

提出するものである。  
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豊後大野市長の給与の特例に関する条例 

（ 趣旨）  
第１ 条 この条例は、 豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（ 平成 17年豊後大野市条例第 52号。次条において「 特別職給与条例」 という 。） に規定

する市長の給与の特例を定めるものとする。  

（ 市長の給与に関する特例）  
第２ 条 令和 7年 7月 1日から令和 11年 4月 23日までの間（ 次項において「 特例期間」

という 。） における市長の給料の支給については、特別職給与条例第 3条の規定にかかわ

らず、同条に規定する給料月額から当該額に 100分の 10を乗じて得た額を減じた額を基

本として支給する。  
２  特例期間においては、 特別職給与条例第 5条の規定により市長の期末手当の額を算定

する場合における給料の月額は、 前項の規定により支給する額とする。  

附 則 
（ 施行期日）  

１  この条例は、 令和 7年 7月 1日から施行する。  

（ 豊後大野市長等の給与の特例に関する条例の廃止）  
２  豊後大野市長等の給与の特例に関する条例（ 令和 3年豊後大野市条例第 26号） は、廃

止する。  
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